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○
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
並
び
に
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
□
平
成
十
八
年
千
葉
県
規
則

第
百
二
十
号
□
に
関
す
る
資
料 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

□
趣
旨
□ 

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
□
児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
以
下
□
法
□

と
い
う
□
□
□
児
童
福
祉
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
□
以
下
□
政
令
□

と
い
う
□
□
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
□
以
下

□
施
行
規
則
□
と
い
う
□
□
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
並

び
に
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
等
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
□
児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
以
下
□
法
□

と
い
う
□
□
□
児
童
福
祉
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
□
以
下
□
政
令
□

と
い
う
□
□
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
□
以
下

□
施
行
規
則
□
と
い
う
□
□
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
並

び
に
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
等
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

□
用
語
の
意
義
□ 

□
用
語
の
意
義
□ 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
□
法
□
政
令
及
び
施
行
規
則
の
例
に
よ
る
□ 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
□
法
□
政
令
及
び
施
行
規
則
の
例
に
よ
る
□ 

□
障
害
児
入
所
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
支
給
の
申
請
□ 

□
障
害
児
入
所
給
付
費
及
び
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
の
支
給
の
申
請
□ 

第
三
条 

施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す

る
申
請
書
は
□
障
害
児
入
所
給
付
費
□
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
□
支
給
申
請
書

兼
利
用
者
負
担
額
減
免
事
由
該
当
申
告
書
□
別
記
第
一
号
様
式
□
と
す
る
□ 

第
三
条 

施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す

る
申
請
書
は
□
障
害
児
入
所
給
付
費
□
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
□
支
給
申
請
書

兼
利
用
者
負
担
額
減
免
事
由
該
当
申
告
書
□
別
記
第
一
号
様
式
□
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
□
世
帯
の
状
況
及
び
収
入
等
申
告
書
□
別
記
第
二
号
様
式
□
を
添

付
す
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
□
世
帯
の
状
況
及
び
収
入
等
申
告
書
□
別
記
第
二
号
様
式
□
を
添

付
す
る
も
の
と
す
る
□ 

□
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
□ 

□
入
所
給
付
決
定
保
護
者
の
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
□ 

第
四
条 

施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
第
七
項
に
規
定
す
る
届
出
書
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

第
四
条 

施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
第
七
項
に
規
定
す
る
届
出
書
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
□
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
□ 

一 

施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が

あ
□
た
場
合 

障
害
児
入
所
給
付
費
支
給
申
請
内
容
変
更
届
出
書
□
別
記
第
三
号
様
式
□ 

一 

施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が

あ
□
た
場
合 

障
害
児
入
所
給
付
費
支
給
申
請
内
容
変
更
届
出
書
□
別
記
第
三
号
様
式
□

二 

負
担
上
限
月
額
等
の
算
定
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
変
更
が
あ
□
た
場
合 
障
害
児

入
所
給
付
費
利
用
者
負
担
額
減
免
申
告
内
容
変
更
届
出
書
□
別
記
第
四
号
様
式
□ 

二 

負
担
上
限
月
額
等
の
算
定
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
変
更
が
あ
□
た
場
合 

障
害
児

入
所
給
付
費
利
用
者
負
担
額
減
免
申
告
内
容
変
更
届
出
書
□
別
記
第
四
号
様
式
□ 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
□
前
項
第
二
号
の
届
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 
２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
□
前
項
第
二
号
の
届
出
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
□ 

□
入
所
受
給
者
証
の
再
交
付
の
申
請
□ 
□
入
所
受
給
者
証
の
再
交
付
の
申
請
□ 

第
五
条 

施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
第
十
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
□
入
所
受
給
者
証
再

交
付
申
請
書
□
別
記
第
五
号
様
式
□
と
す
る
□ 

第
五
条 
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七
第
十
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
□
入
所
受
給
者
証
再

交
付
申
請
書
□
別
記
第
五
号
様
式
□
と
す
る
□ 

□
災
害
等
に
よ
る
障
害
児
入
所
給
付
費
の
特
例
の
認
定
□ 

□
災
害
等
に
よ
る
障
害
児
入
所
給
付
費
の
特
例
の
認
定
□ 

第
六
条 

法
第
二
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
入
所
給
付
決
定
保

護
者
は
□
災
害
等
に
よ
る
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
申
請
書
□
別
記

第
六
号
様
式
□
を
児
童
相
談
所
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
□ 

第
六
条 

法
第
二
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
入
所
給
付
決
定
保

護
者
は
□
災
害
等
に
よ
る
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
申
請
書
□
別
記

第
六
号
様
式
□
を
児
童
相
談
所
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
□ 
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□
高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
の
申
請
□ 

□
高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
の
支
給
の
申
請
□ 

第
七
条 

施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
□
高
額
障
害
児
入

所
給
付
費
支
給
申
請
書
□
別
記
第
七
号
様
式
□
と
す
る
□ 

第
七
条 

施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
□
高
額
障
害
児
入

所
給
付
費
支
給
申
請
書
□
別
記
第
七
号
様
式
□
と
す
る
□ 

 

□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
等
の
申
請
□ 

□
削
る
□
□ 

第
八
条 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
の
申
請
並
び
に
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
六
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
の
十
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
更
新
の
申
請
は
□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
・
指
定
障
害

児
入
所
施
設
指
定
□
更
新
□
申
請
書
□
別
記
第
八
号
様
式
□
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
申
請
の
再
開
等
の
届

出
□ 

□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
申
請
の
変
更
等
の
届

出
□ 

第
八
条 

□
削
る
□
□ 

第
九
条 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
三
項
及
び
第
二
十
四
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
届
出
は
□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
・
指
定
障
害
児
入
所
施
設
申
請
事

項
変
更
届
出
書
□
別
記
第
九
号
様
式
□
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
再
開
の
届
出
は
□
指
定
障

害
児
通
所
支
援
事
業
再
開
届
出
書
□
別
記
第
八
号
様
式
□
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

２ 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
再
開
の
届
出
は
□
指
定
障

害
児
通
所
支
援
事
業
再
開
届
出
書
□
別
記
第
九
号
様
式
の
二
□
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□

２ 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出

は
□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
廃
止
・
休
止
届
出
書
□
別
記
第
九
号
様
式
□
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
□ 

３ 

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出

は
□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
廃
止
・
休
止
届
出
書
□
別
記
第
九
号
様
式
の
三
□
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

□
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
の
辞
退
の
届
出
□ 

□
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
の
辞
退
の
届
出
□ 

第
九
条 

法
第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
は
□
指
定
障
害
児
入
所
施
設

指
定
辞
退
届
出
書
□
別
記
第
十
号
様
式
□
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

第
十
条 

法
第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
は
□
指
定
障
害
児
入
所
施
設

指
定
辞
退
届
出
書
□
別
記
第
十
号
様
式
□
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
□ 

□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
情
報
の
提
供
□ 

□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
情
報
の
提
供
□ 

第
十
条 

知
事
は
□
市
町
村
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
て
□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及

び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
□ 

第
十
一
条 

知
事
は
□
市
町
村
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
て
□
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

一 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

一 

指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
の
設
置
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

二 

指
定
に
係
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地 
二 

指
定
に
係
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地 

三 

指
定
□
指
定
の
変
更
等
の
届
出
の
受
理
又
は
指
定
の
取
消
し
若
し
く
は
指
定
の
全
部

若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
行
□
た
年
月
日 

三 

指
定
□
指
定
の
変
更
等
の
届
出
の
受
理
又
は
指
定
の
取
消
し
若
し
く
は
指
定
の
全
部

若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
行
□
た
年
月
日 

四 

施
設
種
別 

四 
施
設
種
別 

五 

運
営
規
程 

五 

運
営
規
程 

六 

指
定
に
係
る
施
設
の
事
業
所
番
号 

六 

指
定
に
係
る
施
設
の
事
業
所
番
号 

七 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

七 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

２ 

知
事
は
□
前
項
の
情
報
の
提
供
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
機
関
に
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

知
事
は
□
前
項
の
情
報
の
提
供
に
関
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
機
関
に
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 
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□
委
任
□ 

□
委
任
□ 

第
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
及
び
指
定

障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項

は
□
知
事
が
別
に
定
め
る
□ 

第
十
二
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
障
害
児
入
所
給
付
費
等
の
支
給
及
び
指
定

障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項

は
□
知
事
が
別
に
定
め
る
□ 

 
 

 



（改正後） 

（削る。） 

（改正前） 

第八号様式（第八条） 

 受付番号  

指定障害児通所支援事業所
指 定 障 害 児 入 所 施 設

指定（更新）申請書 

    年  月  日   

   千葉県知事 様 

申請者 所在地            

（設置者）名 称            

代表者        ○印    

児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業所・指定障害児入所施設に係る指定（更新）を受けたいので、下

記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 事業所（施設）所在地市町村番号  

申 

請 

者
□
設 

置 

者
□ 

フ リ ガ ナ  

名 称  

主たる事務所の所在地 

（郵便番号   ―    ） 
     都道      郡市 
     府県      区 

 

法人である場合その種別  法人所轄庁  

連絡先 電話番号  ＦＡＸ番号  

代表者の職・ 
氏名・生年月日 

職  名  フリガナ  

生年月日  氏  名  

代 表 者 の 住 所 

（郵便番号   ―    ） 
     都道      郡市 
     府県      区 

 

指
定
□
更
新
□
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
・
施
設
の
種
類 

フ リ ガ ナ  

名 称  

施 設 の 所 在 地 

（郵便番号   ―    ） 
千葉県        郡市 
           区 

 

施 設 種 別 
指定（更新）申請する施設の 

支援開始年月日 
現に受けている指定の有効期間満了日 

   

同一施設内において行う
事業等の種類 

事    業    者    番    号 

            

            

備  考  

 備考 

 １ 「受付番号」「事業所（施設）所在地市町村番号」欄には記載しないでください。 

 ２ 「法人である場合その種別」欄には、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「株式会社」

等の別を記載してください。 

 ３ 「法人所轄庁」欄には、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。 

 ４ 「同一施設内において行う事業等の種類」欄には、今回申請をするもの及び既に指定を受けているものにつ

いて事業の種類を記載してください。 

 ５ 「事業所番号」欄には、申請を行う千葉県において既に事業所としての指定を受け、番号が付番されている

場合に、その事業所番号を記載してください。複数の番号を有する場合には、適宜様式を補正して、その全て

を記載してください。 
 



（改正後） 

（削る。） 

（改正前） 

第九号様式（第九条第一項） 
指定障害児通所支援事業所
指 定 障 害 児 入 所 施 設

申請事項変更届出書 

    年  月  日   

   千葉県知事     様 

申請者 所在地            

（設置者）名 称            

代表者        ○印    

  次のとおり指定を受けた内容を変更しましたので届け出ます。 

 事 業 所 番 号           

指 定 内 容 を 変 更 し た 施 設 

名 称  

所 在 地  

支 援 の 種 類  

変 更 が あ っ た 事 項 変  更  の  内  容 

１ 事業所（施設）の名称 （変更前） 

２ 事業所（施設）の所在地（設置の場所） 

３ 申請者（設置者）の名称 

４ 申請者（設置者）の主たる事務所の所在地 

５ 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

６ 役員の氏名、生年月日及び住所 

７ 
定款・寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例

等（当該指定に係る事業に関するものに限る。） 

８ 
医療法第７条の許可を受けた病院であることを証す

る書類（医療型障害児入所施設に限る。） 
（変更後） 

９ 事業所（施設）の構造概要、平面図及び設備の概要 

10 
事業所（施設）の管理者の氏名、生年月日、住所及

び経歴 

11 
事業所(施設)の児童発達支援管理責任者の氏名、生

年月日、住所及び経歴 

12 主たる対象者 

13 運営規程 

14 障害児通所給付費等の請求に関する事項 

変  更  年  月  日     年   月   日   

 備考 

 １ 該当項目番号に○を付してください。 

 ２ 変更内容がわかる書類を添付してください。 

 ３ 変更の日から10日以内に届け出てください。 

 



（改正後） 

第八号様式（第八条第一項） 

指定障害児通所支援事業再開届出書 

 

    年  月  日   

 

   千葉県知事     様 

 

申請者 所在地            

（設置者）名 称            

代表者            

 

  次のとおり事業の再開をしましたので届け出ます。 

 事業所番号           

再開した事業所 

名     称  

所  在  地  

サービスの種類  

再開した年月日          年  月  日 

 備考 

 １ 再開した事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態が休止前と異なる場合には、

勤務体制・形態一覧表を添付してください。 

 ２ 再開の日から10日以内に届け出てください。 

（改正前） 

第九号様式の二（第九条第二項） 

指定障害児通所支援事業再開届出書 

 

    年  月  日   

 

   千葉県知事     様 

 

申請者 所在地            

（設置者）名 称            

代表者        ○印    

 

  次のとおり事業の再開をしましたので届け出ます。 

 事業所番号           

再開した事業所 

名     称  

所  在  地  

サービスの種類  

再開した年月日          年  月  日 

 備考 

 １ 再開した事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態が休止前と異なる場合には、

勤務体制・形態一覧表を添付してください。 

 ２ 再開の日から10日以内に届け出てください。 

 



（改正後） 

第九号様式（第八条第二項） 

指定障害児通所支援事業廃止・休止届出書 

 

    年  月  日   

 

   千葉県知事     様 

 

申請者 所在地            

（設置者）名 称            

代表者            

 

  次のとおり事業の廃止・休止をしますので届け出ます。 

 事 業 所 番 号           

廃止・休止する事業所 

名     称  

所  在  地  

サービスの種類  

廃止・休止する年月日          年  月  日 

廃止・休止する理由  

現に指定障害児通所支援を受けてい

る者に対する措置 
 

休 止 予 定 期 間       年  月  日～  年  月  日 

 備考 廃止し、又は休止する日の１月前までに届け出てください。 

（改正前） 

第九号様式の三（第九条第三項） 

指定障害児通所支援事業廃止・休止届出書 

 

    年  月  日   

 

   千葉県知事     様 

 

申請者 所在地            

（設置者）名 称            

代表者        ○印    

 

  次のとおり事業の廃止・休止をしますので届け出ます。 

 事 業 所 番 号           

廃止・休止する事業所 

名     称  

所  在  地  

サービスの種類  

廃止・休止する年月日          年  月  日 

廃止・休止する理由  

現に指定障害児通所支援を受けてい

る者に対する措置 
 

休 止 予 定 期 間       年  月  日～  年  月  日 

 備考 廃止し、又は休止する日の１月前までに届け出てください。 



（改正後） 

第十号様式（第九条） 

指定障害児入所施設指定辞退届出書 

 

年  月  日   

 

千葉県知事     様 

 

申請者 所在地            

（設置者）名 称            

代表者            

 

次のとおり指定を辞退したいので届け出ます。 

指 定 を 辞 退 す る 施 設 
名 称  

所 在 地  

指 定 を 受 け た 年 月 日       年   月   日 

指 定 を 辞 退 す る 年 月 日       年   月   日 

指 定 を 辞 退 す る 理 由  

現 に施 設 に入 所し てい る 者に 

対 す る 措 置 
 

注 指定を辞退する日の３月前までに届け出てください。 

（改正前） 

第十号様式（第十条） 

指定障害児入所施設指定辞退届出書 

 

年  月  日   

 

千葉県知事     様 

 

申請者 所在地            

（設置者）名 称            

代表者        ○印    

 

次のとおり指定を辞退したいので届け出ます。 

指 定 を 辞 退 す る 施 設 
名 称  

所 在 地  

指 定 を 受 け た 年 月 日       年   月   日 

指 定 を 辞 退 す る 年 月 日       年   月   日 

指 定 を 辞 退 す る 理 由  

現 に施 設 に入 所し てい る 者に 

対 す る 措 置 
 

注 指定を辞退する日の３月前までに届け出てください。 

 


